
合
校
訂
し
た
上
で
語
句
名
僻
を
採
録
し
て
い
る
か
ら
、
底
本
選
揮
に
よ
っ
て
本

索
引
の
正
縫
度
が
減
殺
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
。

周
到
な
用
意
と
多
年
の
労
苦
と
に
よ
っ
て
編
成
刊
行
さ
れ
た
本
索
引
は
、

宮

崎
博
士
の
官
制
序
説
と
と
も
に
、
宋
代
官
制
研
究
の
た
め
の
貴
重
な
礎
石
を
提

供
庁
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ひ
ろ
く
宋
代
史
研
究
に
貢
献
す
る
こ
と
至
大

な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
と
信
ず
る
。
本
書
は
。
パ
リ
の
パ

ラ
ジ
数
授
主
宰
の
宋

史
提
要
編
纂
事
業

(ω
ロロ

m
p
o守口
同)
に
寄
せ
9

ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
亡

き
同
教
授
と
そ
の
事
業
に
劃
す
る
ま
こ
と
に
恰
好
な
寄
奥
で
あ
っ
た
。

(
中
嶋

中
園
地
方
行
政
制
度
史
(
全
四
冊
)巌

事井

il 

、
一
九
六
一
年
十
二
月

一
九
六
三
年
七
月

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四

十
五

A
5剣
線

一

四

一
九
頁
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著
者
厳
耕
室
氏
は
現
在
登
濁
に
あ
っ
て
、
中
関
制
度
史
研
究
及
び
腰
史
地
理
研

'

究
の
第

一
線
に
立
っ
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
は
氏
の
多
方
面
の
活
躍
の

中
で
、

地
方
行
政
制
度
史
に
闘
す
石
部
分
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
鑓
地
方
行
政
と
は
、
篤
政
者
と
民
衆
と
の
直
接
に
鰯
れ
合
う
場
と
し
て
、

歴
史
の
質
態
を
探
る
上
に
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
制
度

・
組
織
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
先
ず
解
明
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
問
題
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の

に
比
べ
て
司
賓
際
に
こ
れ
と
取
組
み
、
程
系
化
を
行
な
お
う
と
し
た
人
は
中
国

敏著

或
は
我
が
闘
の
研
究
者
を
通
じ
で
、

決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
?
或
は
人
は

云
う
か
も
知
れ
な
い
。
二
十
五
史
補
編
を
閲
け
て
み
ろ
と
。
確
に
二
十
五
史
補

編
中
に
は
漢
J
唐
聞
の
地
方
制
度
に

つ
い
て
鍋
れ
た
も
の
を
か
な
り
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
し
か
し
正
史
が
漢
書
以
来
断
代
史
で
あ
っ
た
た
め
に
、
補
編
ま
た

断
代
の
燈
裁
で
あ
っ

て
、
穆
系
的
抱
握
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
本
書
は
漢

J
唐
聞
の
地
方
行
政
制
度
を
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
論
ぜ
ら
れ
た
著
作
と

し
て
、
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
書
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
氏
は
民
園
二
十
九
年
、
卒
業
論
文
に
「
秦
漢
地
方

行
政
制
度
」
の
題
目
を
選
ば
れ
て
以
来
、
こ
の
問
題
に
取
組
ん
で
こ
ら
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
「
中
園
地
方
行
政
制
度
史
」
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
扱

わ
れ
る
範
闘
は
漢
よ
り
唐
ま
で
で
あ
り
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
は
漢
よ

り
南
北
朝
ま
で
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
四
分
前
一
四

O
O頁
に
及
ぶ
大
作

で
あ
る
。
こ
れ
を
限
ら
れ
た
枚
数
に
要
約
紹
介
す
る
こ
と
は
、
非
才
の
筆
者
の

よ
く
す
る
所
で
な
い
。

先
ず
目
次
を
掲
げ
て
、

そ
の
輪
郭
を
初
例
さ
せ
た
い
。

序
言
。

出
世
上
秦
漢
地
方
行
政
制
度
(
前
論
郡
豚
制
度
淵
源
論
略
。
第

一
章

統

治
政
策
奥
行
政
医
劃
。
第
二
章
郡
府
組
織
。
第
三
章
郡
尉
。
第
四
章

郡
圏
特
種
官
署
。

第

五

章

豚

廷
組
織
。
第

六

章

郷

官
。
〔
以
上
第

一

分
紛
〕
第
七
章
郡
豚
皐
官
。
第

八

章

上

計
。
第

九

章

監

察
。
第
十

章
任
遜
途
径
。
第
十
一
章
籍
貫
限
制
。
第
十
二
章
任
用
雑
録
。
第

十
三

章

秩

綬
表
。

約
論
。
漢
代
地
方
行
政
組
織
系
統
園
。
〔
以
上
第
二

分
崩
〕
)

谷
中
之
上

内
べ
U

A
り

貌
畜
南
朝
地
方
行
政
制
度
(
第
一
章

行
政
匿
劃
。
第
二
章
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都
督
奥
刺
史
。
第
三
章
州
府
僚
佐
。
第
四
章
郡
府
綾
織
上
|
郡
園
長

官
。
第
五
章
郡
府
組
織
下
|
郡
関
佐
吏
。
第
六
章
際
府
組
織
。
第
七

章
州
郡
察
摩
奥
地
方
皐
官
。
第
八
章
任
用
雑
考
。
第
九
章
官
佐
品

班
表
。
〔
以
上
第
三
分
別
〕
〉

谷
中
之
下
北
朝
地
方
行
政
制
度
(
第
一
章
五
胡
諸
国
地
方
行
政
制
度

述
略
。
第
二
葉
州
都
豚
奥
都
督
総
管
匡
。
第
三
章
都
督
線
管
輿
刺
史
。

第
四
章
州
府
僚
佐
。
第
五
章
郡
府
組
織
。
第
六
章
鯨
府
組
織
。
第

七
章
州
都
輿
郡
燃
中
正
。
第
八
章
州
都
察
厚
。
第
九
章
地
方
皐
官

輿
僧
官
。
第
十
章

黛
里
郷
三
長
。
第
十
一
章
一
北
貌
軍
鋲
。
第
十
二
章

貌
末
北
費
地
方
行
益
。
第
十
三
章
諸
部
護
軍
。
第
十
四
章
領
民
曾
長
。

第
十
五
章
任
用
雑
考
。
第
十
六
章
官
佐
口
問
階
表
。
約
論
。
貌
醤
南
北

朝
地
方
行
政
組
織
系
統
幽
。
引
用
及
参
考
書
目
。
〔
以
上
第
四
分
加
〕
)

傘
下
階
麿
五
代
地
方
行
政
制
度
(
未
刊
)

附
録
中
園
地
方
行
政
制
度
史
述
略
(
未
刊
〉

殴
氏
は
、
漢
J
唐
聞
の
地
方
行
政
制
度
に
は
、
秦
漢
型
と
惰
唐
却
の
二
つ
の

典
型
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
二
典
型
の
中
間
に
過
渡
的
な
も
の

と
し
て
南
北
朝
型
を
考
え
ら
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
巌

氏
は
勿
論
何
も
い
っ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
局
地
方
行
政
制
度
上
か

ら
見
た
時
代
医
分
論
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
氏
の
い
う
秦
漢
型
と
は
ど
の
よ
う
な
特
長
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

地
方
行
政
は
西
周
の
宗
法
封
建
制
時
代
に
は
網
れ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
春

秋
戦
幽
時
代
に
封
建
制
度
が
解
鱒
し
、
中
央
集
権
式
新
寧
闘
が
形
成
さ
れ
、
そ

の
圏
内
に
官
僚
行
政
一
制
に
よ
る
郡
勝
が
護
生
し
た
時
に
始
る
の
で
あ
る
。
〈
郡

勝
制
の
淵
源
は
、
出
世
上
前
論
に
師
脚
・
郡
の
小
事
的
解
樽
と
具
僅
例
を
琴
、
げ
て
展

閲
さ
れ
て
い
る
。
〉
こ
の
よ
う
に
春
秋
・
戟
園
時
代
の
諸
侯
の
闘
を
軍
国
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
の
は
、
非
常
に
面
白
く
思
わ
れ
る
。
郡
豚
制
は
こ
の
寧

園
の
中
か
ら
褒
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
世
の
地
方
制
度
の
説
明
中
に
も
、
そ

の
あ
る
も
の
¥
が
軍
制
と
闘
一
巡
し
て
夜
達
し
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
軍
制
と
地
方
制
と
の
相
側
関
係
が
著
者
の
考
察
の

一
つ
の
基
礎
と
な

っ
て

い
る
よ
う
で
、
一
際
傾
聴
す
べ
き
も
の
か
と
思
う
。

さ
て
郡
勝
制
は
春
秋
戟
閥
時
代
に
は
封
建
制
と
並
行
し
て
笠
施
さ
れ
て
い
た

〈
原
文
、
受
軌
並
行
)
が
、
秦
の
統
一
後
は
郡
田
脚
制
二
本
に
な
っ
た
(
単
軌
濁

行
〉
。
漢
初
に
は
封
建
制
が
復
活
さ
れ
、
側
主
軌
並
行
に
な
っ
た
が
、
封
建
国
家

の
有
力
で
あ
っ
た
時
期
は
非
常
に
短
く
、
名
は
郡
関
制
と
い
い
な
が
ら
貫
は
郡

懸
制
の
翠
軌
濁
行
に
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
(
谷
上
第

一
章
に
、
漢
初
の
王
国

に
つ
い
て
建
置
の
理
由
、
そ
の
位
置
、
及
び
中
央
政
府
が
王
国
の
織
力
弱
化
政

策
を
取
る
に
至
る
過
程
な
ど
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
J

郡
豚
制
を
基
礎
に
し
た
秦
漢
型
地
方
制
度
の
特
長
と
し
て
、
回
収
氏
は
先
ず
第

一
に
郡
豚
爾
級
制
で
あ
り
、
郡
が
そ
の
中
心
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

る
。
こ
こ
で
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
秦
の
三
十
六
郡
・
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
を

紹
介
す
る
と
、

第
一

崩
三
二
頁
に
全
祖
霊
「
漢
書
地
理
志
稽
疑
」
の
設
を
最
も

穏
健
な
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
郡
の
太
守
は
典
型
的
な
元
首

性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
民
・
刑
・
財
・
軍
の
諸
機
を
掌
り
、
従
っ
て
郡
都

尉
は
軍
醐
帽
を
握
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
結
局
は
太
守
と
並
立
す
る
も
の
で
な
い

〈
谷
上
一
四
九
頁)。

郡
太
守
の
任
吏
・
属
懸
の
統
制
力
は
厳
重
で
あ
る
。

し

か
し
郡
の
財
力
・
軍
事
力
は
自
給
自
衛
に
は
足
り
て
も
、
中
央
に
謀
反
す
る
程

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

第
二
は
監
察
官
と
し
て
の
刺
史
で
あ
る
。
前
漢
の
武
帝
が
汲
遺
し
た
刺
史
は

-104ー
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六
僚
を
以
て
察
暴
し
、
地
方
行
政
に
は
直
接
笛
ら
な
か
っ
た
。
市
し
て
そ
の
秩

は
卑
く
権
は
隆
ん
で
あ
っ
た
。
秩
卑
け
れ
ば
そ
の
人
は
激
昂
し
、
権
重
け
れ
ば

其
の
志
を
申
ぶ
る
の
で
あ
る
。
所
が
後
漢
中
期
よ
り
刺
史
が
行
政
に
輿
る
よ
う

に
な
っ
て
兵
権
を
も
握
り
、
州

・
郡
・
懸
の
三
級
制
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か

し
こ
れ
は
漢
代
の
経
制
で
は
な
い
と
。
筆
者
按
ず
る
に
、
州
刺
史
の
地
方
行
政

官
化
が
、
次
の
貌
督
時
代
を
生
み
出
す
一
つ
の
大
き
な
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

(
監
察
に
つ
い
て
は
各
上
、
第
九
章
に
制
度
の

後
遜
、
刺
史
の
任
務
な
ど
に
分
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
)

第
三
は
郡
豚
二
級
制
と
い
う
、
一
見
筒
箪
な
組
織
し
か
持
た
な
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
内
部
組
織
は
極
め
て
厳
重
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
職
務
ご
と
に
専
・

署
を
置
い
て
そ
の
分
揺
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
叉
道
路
網
が
完
備
し
、

亭
侯
を
置
い
て
こ
れ
を
節
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
通
に
務
め
軍
政
に
便
な
ら

し
め
、
亭
吏
を
置
い
て
里
落
を
治
め
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
鮎
に

謝
す
る
巌
氏
の
質
設
は
詳
細
を
極
め
、
第
一
分
似
の
大
部
分
が
こ
れ
に
割
か
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
あ
る
。
そ
の
材
料
も
正
史
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
金
石
類
を
も
廃
く
捜
索
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
谷
上
第
二
章
郡
府
組
織

下
を
見
る
と
、
そ
の
日
に
郡
副
属
吏
と
い
う
項
を
設
け
、
そ
れ
は
隅
綱
紀
|
中

央
の
丞
相
に
あ
た
る
、
回
門
下
|
閤
外
主
簿
が
主
と
な
り
、
漢
初
に
は
位
は
卑

い
が
、
文
書
を
司
っ
て
次
第
に
地
位
を
高
め
て
い
く
こ
と
、
中
央
の
備
蓄
の
如

し
、
円
列
曹
l
民
政

・
財
政

・
丘
(
政
・
数
育
・

交
通

・
司
法
・
衛
生
等
の
職
務

に
感
じ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
、

m監
察
|
督
郵
が
郡
を
幾
っ
か
に
分
割
し
て
こ

れ
に
嘗
る
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
詳
細
な
名
稽
を
掲
げ
て

い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

第
四
は
豚

・
郷
三
老
等
、
郷
官
の
職
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
郷
官
は
百
政
に
参
じ

U

吏
民
を
率
い
て
数
化
に
務
め
る
。
叉
孝
弟
・
方
凪
を

置
き
風
俗
を
厚
う
し
生
産
の
奨
駒
に
勉
め
て
い
る
と
。
こ
こ
で
著
者
の
郷
亭
里

に
つ
い
て
の
考
に
鯛
れ
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
何
れ
も
秦
制
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
り
、
「
懸
匿
分
矯
若
干
郷
。
接
百
官
表
、
西
漢
末
年
有
郷
六
千

六
百
二
十
二
、
卒
均
毎
鯨
轄
四
郷
有
俳
跡
。
嬢
綴
士
山
注
引
東
観
記
、

東
漢
永
輿
時

有
郷
三
千
六
百
八
十
て
卒
均
毎
豚
三
郷
有
徐
。
郷
有
城
郭
篤
治
所
」と
い
い
、

さ
ら
に
亭
に
つ
い
て
は
八
頁
に
渡
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、

亭
が
軍
事
交
通
の

機
関
か
ら
、
郷
に
隷
す
る
行
政
機
関
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
し
、
十
里

一
亭
の

里
は
距
離
を
一示
す
と
し
て、

亭
w
m
郵

5

M

M

5

口
1
1
0
1
101
1
0
1ー
口
ー
l
o
l
l
11
10

と
い
う
配
置
を
考
え
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
里
と
は
別
に
行
政
組
織
と
し

て
の
亭
の
下
に
あ
る
皇
と
い
う
も
の
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
る
。

所
で
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
岡
崎
文
夫
氏
よ
り
日
比
野
丈
夫
氏
ま
で
多
く

の
議
論
が
、
我
が
留
で
繰
り
展
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
叉
以
上
の
第
一
貼
よ
り

第
四
鮎
ま
で
全
て
の
論
黙
に
渡
っ
て
、

鎌
田
重
雄
氏
が
多
く
の
論
稿
を
護
表
さ

れ
、
最
近
「
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
」
と
し
て

一
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
殿

氏
は
果
し
て
こ
れ
ら
の
著
作

・
論
稿
に
目
を
通
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
容
末

参
考
論
文
中
に
、
日
本
人
の
著
作
と
し
て
、
宮
崎
市
定
著
「
九
口間宮
人
法
の
研

究
」
だ
け
し
か
接
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
甚
だ
寂
し
い
。

第
五
は
官
吏
任
用
に
闘
す
る
事
で
、
郡
守

・
鯨
令
(
及
び
州
刺
史
〉
の
任
用

に
笛
つ
て
の
本
籍
廻
，
避
の
存
在
と
、
郡
・
豚

(
及
び
州
)
の
腕
官
に
は
本
籍
人

が
任
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
貼
が
、
主
要
な
論
貼
に
な
る
。
鍛
氏
は
漢
代
は
封
建

時
代
を
去
る
こ
と
遠
く
な
い
震
に
、
そ
の
遁
意
が
残
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
任
用
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法
が
行
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
，
つ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宮

崎
市
定
氏
な
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
宮
崎
氏
の

「
古
代
都
市
間
家
的
要
素
が

消
算
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
」
(
九
品
官
人
法
の
研
究
頁
七
一
一
一
)
と
い
わ
れ
る

意
味
と
、
般
氏
の
怠
凶
と
一
致
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
漢
代
研
究
に
封
し

て
示
唆
を
含
む
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
殿
氏
は
、
漢
代
の
官
吏
任
用
法
が
地
方

長
官
の
私
人
任
用
を
防
ぎ
、
豪
族
の
脅
制
の
弊
を
ふ
せ
い
だ
と
し
て
い
ら
れ

る
。
制
度
函
よ
り
こ
れ
を
静
的
に
捉
え
れ
ば
、
或
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
も
知
れ
ぬ
が
、
漢
代
特
に
後
漢
の
政
治
の
動
き
は
、
必
ず
し
も
制
度
の
意
図

す
る
理
想
通
り
に
動
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
制
度
史
研
究
の

一
つ
の
限
界
が
認
め
ら
れ
よ
ち
。
(
以
上
の
問
題
の
質
護
面
は
各
上
、
十

一
・

十
二
章
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
)

第
六
は
官
吏
遜
任
の
途
で
あ
る
。
卸
ち
、
郎
官
が
す
べ
て
の
官
途
の
基
鮎
に

な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
郎
官
へ
の
採
用
は
地
方
小
吏
か
ら
孝
康
に
察
怨
さ

れ
る
者
を
最
も
主
要
な
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
、
地
方
小
吏
も
自
動
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
公
卿
へ
の
道
が
大
き
く
開
け
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
叉
、
公
卿
の

任
命
に
際
し
て
は
治
民
の
官
を
経
た
か
否
か
が
、
問
題
に
さ
れ
る
。
か
く
の
如

く
地
方
行
政
の
腕
前
の
良
否
が
、
常
に
官
吏
遜
任
の
中
心
課
題
に
置
か
れ
、
従

っ
て
地
方
行
政
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
そ
の
特
色
を
見
出
さ
ん
と
す
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
以
上
の
六
貼
に
注
意
さ
れ
て
最
後
に
秦
漢
型
の
全
鰻
と
し
て
の
特
長

を
「
覇
王
の
折
衷
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
。

で
は
厳
氏
は
漢
に
つ
づ
く
三
園
南
北
朝
時
代
の
過
渡
期
(
般
氏
が
過
渡
期
と

し
て
捉
え
ら
れ
な
が
ら
、
結
局
、
漢
代
以
上
の
頁
般
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
所
に
、
こ
の
時
代
の
中
園
史
ょ
に
占
め
る
地
位
、が
よ
く
物
語
ら
れ
て
い
る

が
〉
に
、
い
か
な
る
特
異
駄
を
見
出
さ
れ
た
か
。

第
一
は
行
政
院
却
の
増
繁
で
あ
る
。
後
漢
末
に
川
が
監
察
匿
か
ら
行
政
匿
に

繁
っ
た
と
い
う
だ
け
て
な
く
、
一

の
郡
燃
が
数
個
に
分
割
さ
れ
た
り
、

漢
代
の

都
尉
部
が
郡
に
な
っ
た
り
、
僑
置
の
郡
燃
が
生
じ
た
り
で
、
増
加
・
新
設
が
な

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
南
北
朝
時
代
に
は
戸
口
は
減
少
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
郡
が
地
方
行
政
制
度
の
中
で
浮
き
上
っ
た
存
在
と
な
り
、
北
貌
の
道

武
帝
の
郡
制
改
獲
を
経
て
、
陪
文
帝
の
郡
の
駿
止
|
|
階
麿
型
地
方
制
度
に
移

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

第
二
は
軍
事
統
制
の
地
方
官
化
で
あ
る
。

軍
事
組
織
が
地
方
官
制
に
捕開化
す

る
こ
と
は
す
で
に
郡
制
の
成
立
に
お
い
て
著
者
が
述
べ
て
い
ら
れ
る
所
で
あ

る
。
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
膏
南
朝
の
都
督
府
、
北
貌
の
軍
鎖
、
北
周
の

線
管
府
、
北
賓
の
行
肇
な
ど
全
て
統
軍
の
震
に
設
け
ら
れ
て
、

民
事
を
粂
ね
統

ぶ
る
に
至
り
、
地
方
行
政
の
最
高
統
治
機
関
と
な
っ
て
い
っ
た
。
叉
唐
代
後
期

の
節
度
使
、
明
浦
の
徳
督
巡
撫
何
れ
も
こ
の
系
統
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。

(
以

上
二
項
目
は
轡
中
之
上
第
一
・
二
章
、
谷
中
之
下
第
一
・
ニ
・
三
・
十
二

・
十

三
章
な
ど
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
三
国

・
膏

・
南
朝
に
お
い
て
都
督
匿
が
ほ
ぼ

固
定
し
て
い
る
こ
と
、
北
貌
の
六
銀
及
び
そ
れ
以
外
の
軍
銀
を
、
地
圃
を
挿
入

し
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
力
を
入
れ
ら
れ
た
所
の
一

で
あ
る
。
)

第
三
は
府
州
僚
佐
の
二
重
組
織
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
の
特
長
と
闘
係
の
あ

る
こ
と
で
、
漢
代
以
来
の
州
郡
佐
吏
が
存
在
す
る
上
に

l
lこ
れ
ら
佐
吏
は
地

方
土
箸
の
人
土
が
任
命
さ
れ
る
が
|
|
、

軍
府
の
嵐
官
が
中
央
政
府
か
ら
任
命

さ
れ
て
源
遣
さ
れ
て
く
る
。
し
か
も
州
刺
史
将
軍
放
を
加
え
ら
れ
る
の
で
、
一

長
官
の
下
に
二
系
統
の
属
官
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
系
統
の

内
で
州
郡
系
統
の
も
の
は
、
嘗
時
の
軍
事
中
心
の
政
治
の
た
め
に
、
閑
散
な
も
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の
と
し
て
追
い
や
ら
れ
、
隔
の
文
帝
の
郷
官
腹
止
|
|
郷
官
と
は
、
州
郡
系
統

の
嵐
官
を
指
す
ー
ー
に

と
な
り
、
惰
唐
型
に
愛
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
谷
中
之
上
第
三

・
四
・
五
・

六
章
、
谷
中
之
下
第
四
・
五
・

六
章
等
に
、
正

史
・
金
石
文
な
と
か
ら
多
く
の
例
を
引
い
て
世帯
例
を
観
察
し
て
お
ら
れ
、

そ
の

中
に
は
「
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
金
石
拓
本
」
な
ど
も
あ
る
。
)

第
四
は
長
官
擁
柏
市
部
曲
制
で
、
漢
末
大
飢
に
地
方
豪
族
が
宗
親

・
郷
篤
を
集

め
、
閲
里
を
保
衡
し
、
集
固
で
移
動
し
、
部
曲
と
稽
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
豪
族

が
任
官
す
る
と
、
か
れ
ら
は
部
曲
〈
私
丘
(
〉
を
ひ
き
つ
れ
て
赴
任
し
た
。
こ
れ

は
南
朝
に
主
と
し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
、
北
朝
で
は
中
央
政
府
の
統
制
力
が
強

く
、
地
方
に
こ
う
し
た
幾
相
封
建
勢
力
の
存
在
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
だ
の
で
あ
ろ

う
(
谷
中
之
上
第
二
章〉

と
い
わ
れ
る
。

第
五
は
北
朝
の
諸
特
制
で
、
軍
鎖
制
、
行
牽
制
(
以
上
二
項
は
第
二
の
特
長

で
餓
れ
ら
れ
た
)
、
護
軍
制
と
部
落
曾
長
制
で
、
護
軍
制
は
非
木
族
非
漢
人
地

直
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
三
園
貌
か
ら
北
貌
前
期
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
(
谷

中
之
下
第
十
三
章
)
。
部
落
曾
長
制
は
、
胡
人
の
沓
制
を
残
す
も
の
で
北
港
諸

銀
、
北
貌
前
期
の
畿
内
l
|
白代
郡
西
部
等
に
置
か
れ
た
(
谷
中
之
下
十
四
章〉。

第
占
の
は
地
方
豪
族
之
把
持
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
が
今
更
言
を
費

す
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
六
係
の
特
長
を
持
つ
南
北
朝
時
代
を
過
渡
期
と
し
て
惰
唐
と
い
う
第
二

の
典
型
に
入
る
。
こ
の
型
の
創
始
者
は
隔
の
文
帝
で
あ
り
、
前
述
の
郷
宮
殿
止

が
そ
の
出
滋
鮎
と
な
る
。
階

・
唐
時
代
に
入
る
と
、

州
豚
二
級
制

(
後
に
は
道

・
州
・

懸
三
級
制
〉
と
な
り
、
地
方
行
政
制
度
は
筒
軍
と
な
り
、
私
人
部
曲
制

も
駿
止
さ
れ
た
。
叉
惰

・
唐
型
に
お
い
て
は
後
の
幕
賓
政
治
の
蔚
芽
も
み
ら
れ

る
こ
と
、

京
官
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
外
職
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
な
と
の
特
長
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
巌
氏
は
勿
論
賓
設
の
材
料
は
捜
富
に
持
っ
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
う
ろ
が
、
昌也
下
は
未
刊
で
あ
る
の
で
、
公
刊
が
符
た
れ
る
と
い

う
事
に
な
ろ
う
。

さ
て
著
者
は
最
後
に
、
秦
よ
り
唐
に
至
る
問
、
共
通
す
る
黙
が
幾
つ
か
あ
る

事
を
指
摘
さ
れ
る
。

長
官
元
首
制
先
秦
の
郡
に
始
っ
て
、
そ
の
名
稽
は
種
々
製
更
が
加
え
ら
れ

る
が
、
常
に
唯
一
の
元
首
の
性
格
を
帯
び
た
長
官
が
あ
っ
て
、
民

・
刑

・
財

・

軍
の
諸
制
を
統
轄
し
て
い
る
こ
と
で
、
宋
の
四
司
、
明
・
清
の
三
司
の
如
く
、

権
力
分
一散
の
方
式
が
取
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て

中
図
的
三
権
分
立
制
(
民
政

・
軍
政

・
監
察
)
が
漢
代
か
ら
存
し
て
お
る
と
主

張
す
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
般
氏
は
漠
代
の
特
長
の
中
で
そ
の
考
を
否
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

俸
除
供
給
制
地
方
末
端
の
官
吏
に
い
た
る
ま
で
俸
隊
が
支
給
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
(
漢
代
の
斗
食
の
如
く
〉
、
明
清
時
代
の
地
方
小
吏
の
俸
献
が

な
く
、
上
級
官
僚
も
俸
敵
少
な
く
、
非
法
に
捜
括
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
と
異
っ

て
い
る
。

師時制
際
定
性
燃
が
行
政
箪
位
の
最
低
級
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
上
に
郡

・

州
郡

・
都
督
州
郡
と
種
々
の
も
の
が
設
け
ら
れ
で
も
、
領
域
の
綴
大
に
よ
る
増

加
を
除
い
て
受
動
が
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
宋
元
以
後
現
代
に
ま
で
つ
づ
く
も

の
で
あ
る
。

以
上
で
本
書
の
内
容
の
紹
介
を
終
る
が
、
靖
明
後
感
を
述
べ
る
な
ら
、
第
一
に

本
書
は
、
質
に
地
方
制
度
に
つ
い
て
の
史
料
を
遺
す
所
な
く
枚
拾
し
て
妓
排
し

て
あ
り
、

さ
な
が
ら
資
料
集
の
如
き
感
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
書
の
償

値
を
高
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
記
述
に
裂
化
が
乏
し
く
、

章
一若
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し
い
感
を
奥
え
、
敢
て
言
う
な
ら
ば
い
さ
さ
か
讃
み
に
く
い
の
で
あ
る
。
文
著

者
が
取
っ
て
い
る
方
法
論
は
「
質
事
求
是
、
無
徴
不
信
」
の
考
護
摩
の
そ
れ
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
考
震
波
の
人
々
に
向
け
て
後
せ
ら
れ
る
非
難
の
矢
は
、

十品

川
引
の
著
者
も

F

」
れ
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
木
書
に
は
そ
の
よ
う
な
貼
が
幾
つ
か

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
私
は
本
誌
二
十
二
容
一
一
慨
に
鎌
田
重
雄
氏
の
高

著
に
妄
評
を
行
っ
た
。
そ
の
時
に
記
し
た
何
行
か
の
文
章
は
、
そ
の
ま
ま
本
書

に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ
な
い
。
叉
、
漢
代
の

制
度
を
極
端
に
言
え
ば
、
非
常
に
理
想
化
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
感
じ
を
受

け
た
。
た
だ
本
書
は
、
史
料
は
全
て
煩
を
い
と
わ
ず
に
の
せ
、
封
象
は
地
方
制

一

唐
代
宗
の
康
徳
元
年
に
吐
蕃
の
大
箪
は
青
海
方
面
よ
り
出
動
し
、
胤
山

一

山
脈
を
越
え
て
首
都
長
安
に
侵
入
し
た
。
乙
の
と
き
の
途
中
の
占
領
地
の

一

名
が
チ
ベ
ッ
ト
文
吐
一
番
目
年
代
記
に
出
て
い
る
が
(
佐
藤
「
古
代
チ
ベ
ッ

ト

一

史
研
究
」
下
谷
五
二
六
頁
)
、
そ
の
一
つ
に
ブ
ゥ
シ
ン
ク
ン

E
r
z
ヨロ

一

E
ロ
と
い
う
の
が
あ
る
。
私
は
ζ

れ
を
新
唐
番
地
理
志
K
よ
り
、
廊
州
の

…

東
南
百
八
十
里
に
置
か
れ
た
武
寧
軍
三

;
E
m
E
C
g
で
あ
ろ
う

〔徐
白
録
〕

チ
ベ
ヅ
ト
語
地
名
プ
ゥ
シ
ン
ク
ン
に
つ
い
て

度
に
局
限
し
、
方
法
も
徹
底
的
に
考
歪
撃
を
用
い
て
い
る
。
か
く
の
如
く
、
全

て
の
面
に
徹
底
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
我
々
は
地
方
制
度
を
通
し
て
の

時
代
相
と
い
う
も
の
を
、
か
え
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
南

北
朝
に
お
け
る
が
如
く
、
著
者
の
抱
い
て
い
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
筆
者
の
そ
れ

と
ず
れ
が
あ
る
に
し
て
も
、
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う。

以
上
、
こ
の
蓄

は
中
閣
の
古
代

・
中
世
に
於
け
地
方
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
の
基
礎
固
め
を
し

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
足
場
に
し
て
の
研
究
が
、
特
に
従
来
等
関
税
さ
れ
勝

で
あ
っ
た
地
方
制
度
の
研
究
が
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
狩
野

直
禎
)

と
し
た
。
「
寧
」
を
合
同

J

で
篤
し
た
の
は
、

チ
ベ
ッ

ト
文
字
の
出
と
自

が
縛
潟
の
際
に
誤
ら
れ
た
た
め
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ど
う
も
お

か
し
い
。
そ
と
で
元
塑
九
域
志
谷
三
臨
挑
郡
銀
挑
節
度
使
の
肱
慨
を
見
る

と
、
「
陥
吐
箸
、
鋭
武
時
間
寧
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
ブ
ゥ
シ

ン
ク

γ

は
武
勝
軍
よ
一ぷ
己
恥
る
口
問

E
C
m
ロ
で
、
臨
挑
を
指
し
た
も
の
と
解
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
尚
右
の
年
代
記
で
、
ブ
ゥ
シ

ン
ク

ン
と
並
ん
で
出
る
シ

ン

チ
ュ

N
5
n
z
は
、
乙
れ
を
楽
州
と
見
た
が
、
多
分
都
州
止
血
ロ
片
品
H
U
ロ

で
あ
ろ
う
。
勿
論
隣
右
節
度
使
の
治
所
で
、
現
在
の
西
町
亭
附
近
を
指
し
て

一

い
る
も
の

で

あ

る

。

〔

佐

藤

長

〕

一
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